
区　　分

施　設　名

午　前
9時～12時

午　後
13時～17時

夜　間18時
～21時30分 午　前 午　後 夜　間 午　前 午　後 夜　間 午　前 午　後 夜　間 午　前 午　後 夜　間

\5,250 \9,450 \12,075

\10,500 \18,900 \24,150

ホール \15,750 \28,350 \36,225

全体 \6,300 \11,550 \14,700

\12,600 \23,100 \29,400

\18,900 \34,650 \44,100

\4,200 \7,560 \9,660

\8,400 \15,120 \19,320

ホール \12,600 \22,680 \28,980

1階のみ \5,040 \9,240 \11,760

\10,080 \18,480 \23,520

\15,120 \27,720 \35,280

\2,625 \4,725 \6,037

\5,250 \9,450 \12,075

ホール \7,875 \14,175 \18,112

舞台のみ \3,150 \5,775 \7,350

\6,300 \11,550 \14,700

\9,450 \17,325 \22,050

\105 \157 \210

\210 \315 \420

\315 \472 \630

\105 \157 \210

\210 \315 \420

\315 \472 \630

\210 \315 \420

\420 \630 \840

\630 \945 \1,260

\840 \1,050 \1,995

\1,680 \2,100 \3,990

\2,520 \3,150 \5,985

\105 \157 \210

\210 \315 \420

\315 \472 \630

\420 \525 \997

\840 \1,050 \1,995

\1,260 \1,575 \2,992

\997\420 \525

\157

\525

\210

\997

\420

\1,995

\105

\420

\210

\840

\315

\1,050

\1,050 \1,995

2階会議室

体感ルーム

\210

\840

\315

\1,050

\420

\1,995

\1,680 \2,100 \3,990 \840

※1　主催者が入場料または、これに類するものを徴収する場合は基本使用料に次の割合に相当する額を加算する。

上段・・・入場料または、これに類するものの入場者一人あたりの徴収額の最高額が1,000円以下のとき…5割(商業宣伝若しくは営
業または、これに類する目的の場合は10割）

\630 \840 \210 \315 \420

\1,680 \2,100 \3,990

焼　津　市　大　井　川　　文　化　会　館　ホ　ー　ル　等　使　用　料　

市　　　外　※3入　場　料　※1 営　　　業　※2 冷　暖　房

\630 \840 \420

基本使用料
加　算　使　用　料

\10,500 \18,900 \24,150

\12,600 \29,400

\105 \157 \210

\210 \315 \420

\840 \1,050 \1,995

中段・・・入場料または、これに類するものの入場者一人あたりの徴収額の最高額が1,000円を超え3,000円以下のとき…10割
下段・・・入場料または、これに類するものの入場者一人あたりの徴収額の最高額が3,000円を超えるとき…15割

\420 \210 \315 \420 \105 \157 \210

\420

平　日

土日祝

\210 \315

\23,100

\15,120

平　日

土日祝

\5,250

\6,300

\10,500 \18,900 \24,150

\12,600 \23,100 \29,400

\5,250 \9,450 \12,075

\6,300 \11,550 \14,700

\5,250 \9,450 \12,075

\6,300 \11,550 \14,700

\19,320

\18,480 \23,520

平　日

土日祝

\8,400

\10,080

\8,400

\10,080

\15,120

\18,480

\19,320

\23,520

\4,200

\5,040

\7,560

\9,240

\9,660

\11,760

\4,200

\5,040

\7,560

\9,240

\9,660

\11,760

\315 \420 \105 \157 \210 \105 \157 \210

\9,450 \12,075

\14,700\11,550

\5,250 \9,450 \12,075 \2,625

\5,775

\4,725 \6,037 \2,625 \4,725

\420 \210

\6,037

\6,300 \11,550 \14,700 \3,150 \5,775 \7,350 \3,150

※4　使用許可時間を繰り上げ若しくは超過した場合の使用料金は、３０分単位で、繰上げ若しくは超過した時間の属する使用区分（午前・午後・夜
間）の当核基本料金（冷暖房を使用する場合にあたっては、当核冷暖房使用料を加えた金額）の２割に相当する額を加算する。この場合において、３
０分未満の端数は、１５分以上をもって３０分とみなす。但し、それ以上の繰上げ若しくは超過した場合には、当核区分使用料及び、冷暖房使用料を
加算する。

※3　主催者が焼津市民以外の方が使用する場合は、基本料金の5割に相当する額を加算する。（「市民以外の者」とは、住民基本台帳に登録されて
いる者、又は本市の区域内に事務所を有する法人以外の者を言う。）

\7,350

※2　主催者が商業宣伝若しくは営業又は、これに類する目的をもって無料で入場させる場合は、基本使用料の10割に相当する額を加算する

楽屋事務室

楽屋(小)

楽屋(中)

リハーサル室

\210 \315


